
 

 

 

 

 

 

 

2023年１月 18日 

各  位 

 

会 社 名 ＳＢＳホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田  正 彦 

（コード番号:２３８４ 東証プライム） 

問い合せ先 ＩＲ・広報部長 熊 谷  知 未 

（電話番号:03-6772-8200（代表）） 

 

サステナビリティ方針の制定及び 

サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年１月 18 日開催の取締役会において、サステナビリティ方針の制定及びサステ

ナビリティ推進委員会の設置について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．サステナビリティ方針の制定 

当社グループは、これまでも持続的成長と社会課題の解決に向けて取り組んでまいりました

が、企業を取り巻く環境が大きく変化し、社会課題の解決による持続可能な社会の実現と、持

続的な企業価値の向上の両立を図ることの重要性が一層増していることを踏まえ、サステナビ

リティ経営の推進にあたり従業員が大切にするべき価値と目標を示すことを目的として「サス

テナビリティ方針」を制定しました。 

 

ＳＢＳグループ サステナビリティ方針 

 

（基本理念） 

 ＳＢＳグループは人を尊重し、社会的責任を貫くという経営理念の精神に基づき、社会イン

フラである物流を通じて、人々の暮らしの安定と持続可能な社会の実現に貢献するため、以下

の方針のもと、グループ全従業員が国際社会の一員である自覚を持ち、積極的にサステナブル

な取り組みを推進します。 

 

（基本方針） 

① ＳＢＳグループは、人とつながり、人の想いを大切にします。 

・ 私たちは、あらゆる企業活動において人権および多様な価値観を保護・尊重します。 

・ 私たちは、多様な人財が互いを認め合い協働できる風土と、安全で健康に働くことがで

きる環境を提供します。 

・ 私たちは、適時・適切な教育を実施し、価値創造をもって社会に貢献できる人財を育成し

ます。 

② ＳＢＳグループは、社会とつながり、社会の期待に応えます。 

・ 私たちは、法令・国際ルールを遵守し、公正・誠実に業務を遂行するとともに、徹底した

腐敗防止に取り組みます。 



 

 

 

 

２．サステナビリティ推進委員会の設置 

(1) 委員会設置の目的  

  上記のサステナビリティ方針に則った経営体制の整備・強化を行い、グループ全体でサステ

ナビリティ経営を実践して持続可能な社会の実現と持続的な企業価値の向上の両立を図るた

め、本委員会を設置します。 

 

 (2) 委員会の役割 

  本委員会は、取締役会の諮問機関と位置付け、ＳＢＳグループ全体のサステナビリティ戦略・

活動方針の立案と、ＫＰＩ指標及びグループ内活動の連携状況のモニタリングを行います。 

 

(3) 委員会の構成 

本委員会は、当社の代表取締役を議長とし、当社の取締役及びグループ各社の代表取締役に

より構成されます。 

 

(4) 委員会設置日 

 2023年１月 18日 

 

以 上 

 

＜ＳＢＳグループ（ＳＢＳＧ）サステナビリティ推進体制＞ 

 

・ 私たちは、社会のルールを尊重し、地域社会と相互に信頼しあい、事業活動を通じて社会

に貢献します。 

・ 私たちは、適切な情報開示と責任ある対話を実施し、全てのステークホルダーの要請や

期待に誠実に応えるよう努力します。 

③ ＳＢＳグループは、地球とつながり、地球の未来に配慮します。 

・ 私たちは、環境経営の徹底を重要課題とし、あらゆる事業活動で環境負荷の低減を進め、

地球の環境保全に最善を尽くします。 

・ 私たちは、気候変動のリスクを常に意識し、脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガス排

出削減の取り組みを推進します。 


